
＜Kanrikyo-Ｑ0139＞ 

 

質問 

ある組合員から、管理費や修繕積立金の負担割合が専有部分の専有面積の割合となって

いるのはなぜかとの質問がありました。 

マンション管理業者として、どのように回答したらよいですか。 

 

  回答 

以下のような回答例が考えられます。 

区分所有法によれば、第 14 条 （共用部分の持ち分の割合）において「各共有者の持分は、

その有する専有部分の床面積の割合による。」と規定しており、また 第 19 条 （共用部分の

負担及び利益の収取）で「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共

用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」としており、建物を適正に維

持管理するための負担を専有部分の床面積の割合から求められる持分に基づくことを基本

的な考え方としています。 

これらの規定を受けて、マンション標準管理規約では第 25条（管理費等）第 2項において｢管

理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出する｣と具体的に

規定しています。当該マンションの規約が、規約で別段の定めを行わず、マンション標準管

理規約に準じて、管理費等の負担割合を専有面積の割合と規定しているのであれば、これに

従うことになります。 

区分所有法 

（共用部分の持分の割合） 

第 14 条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 

２ 前項の場合において、一部共用部分（附属の建物であるものを除く。）で床面積を有するも

のがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分

の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するも

のとする。 

３ 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。 

４ 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 
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